
令和８年６月中野市議会定例会議事日程（第１号） 

 

                         令和８年６月８日(月) 午前10時開議 

 

１ 開  会 

２ 会議録署名議員指名 

３ 会期等の決定 

４ 報告第１号 令和７年度中野市一般会計予算継続費繰越計算書について 

５ 報告第２号 令和７年度中野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について 

６ 報告第３号 令和７年度中野市下水道事業会計予算継続費繰越計算書について 

７ 報告第４号 令和７年度中野市下水道事業会計予算繰越計算書について 

８ 報告第５号 令和７年度中野市水道事業会計予算継続費繰越計算書について 

９ 報告第６号 令和７年度中野市水道事業会計予算繰越計算書について 

10 議案第１号 中野市市税条例の一部を改正する条例案 

11 議案第２号 中野市都市計画税条例の一部を改正する条例案 

12 議案第３号 中野市介護保険条例の一部を改正する条例案 

13 議案第４号 中野市体育施設条例の一部を改正する条例案 

14 議案第５号 令和８年度中野市一般会計補正予算（第１号） 

15 議案第６号 令和８年度中野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

16 議案第７号 中野市情報通信施設ＨＦＣ設備撤去工事請負契約の締結について 

17 議案第８号 （仮称）中野市美術館建設工事請負契約の締結について 

18 請願第３号 急激な児童生徒数の減少及び経済情勢の大きな変化に伴う給食センターの新設統

合計画の保留と再検討を求める請願 

19 請願第４号 物価高騰に伴う財政への大きな影響が懸念される状況下での（仮称）中野市美術

館建設基本計画（案）の保留と抜本的再検討を求める請願 

20 議 案 質 疑 （議案第７号及び議案第８号） 

21 議 案 付 託 （議案第７号及び議案第８号） 

22 議案第７号及び議案第８号 各常任委員長報告 

23 各常任委員長報告に対する質疑 

24 討論、採決 （議案第７号及び議案第８号） 
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令 和 ８ 年 ６ 月 中 野 市 議 会 定 例 会 運 営 日 程 （ 案 ） 

 

                         

会期 令和８年６月 ８日（月）～ 

                               ６月２５日（木） １８日間 

月 日 曜日 時 間 会 議 摘 要 

6月 8日 月 午前10時 

本会議 
開会、会期等決定、議案提案説明、議案質疑、

議案付託 

委員会 付託議案審査 

本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 

9日 火  休 会 議案審査のため 

10日 水  〃   〃 

11日 木  〃   〃 

12日 金  〃   〃 

13日 土  〃 土曜日のため 

14日 日  〃 日曜日のため 

15日 月  〃 議案審査のため 

16日 火 午前10時 本会議 議案質疑、議案付託、市政一般質問 

17日 水 〃 〃 市政一般質問 

18日 木 〃 〃 市政一般質問 

19日 金  委員会 付託議案審査 

20日 土  休 会 土曜日のため 

21日 日  〃 日曜日のため 

22日 月  委員会 付託議案審査 

23日 火  休 会 議案整理のため 

24日 水  〃   〃 

25日 木 午前10時 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 

 

  ○ 市政一般質問通告は、６月８日（月）午後１時まで 

午後１時までに本会議が散会にならない場合は、散会後１時間以内とする 

  ○ 意見書（案）の提出は、６月１０日（水）午後１時までとする 
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陳 情 書 

 

番   号 陳 情 第 ５ 号 

陳情者 

長野県須坂市大字八町860 

学校教育の中立性と透明性を 

守る長野県民の会 

 提出者代表 神林 薫 外１名 

受付年月日 令和８年５月13日 

件           名 

公立中学校における平和教育及び校外学

習の政治的中立性と安全確保を求める陳

情 

 

陳情趣旨 

 中学生は、社会の仕組みや歴史、政治国際関係について本格的に学び始める時期であり、将

来の主権者として社会の課題を主体的に考え判断する力を育むことが求められます。中学校に

おける平和教育及び修学旅行・校外学習は、その重要な役割を果たしています。 

 平和教育の学習内容が特定の見解に偏った場合、生徒の歴史認識や社会認識に影響を与える

おそれがあります。いわゆる「偏向教育」との疑念を招くことのないよう、特に平和教育にお

いては結論ありきの指導を避け、事実を基にした政治的中立性と、生徒が発達段階に応じて多

面的・多角的に考え、主体的に判断できる学びを確保することが重要です。 

 教育基本法第14条は、政治的教養を尊重する一方で、学校が特定の政党を支持し、又は反対

するための政治教育その他政治的活動を行うことを禁じています。 

 本陳情を通し、中学校における平和教育の政治的中立性や修学旅行・校外学習の安全管理に

ついて点検を求める背景には、令和８年３月16日、沖縄県名護市辺野古沖において、修学旅行

中の高校生らが乗船した船舶が転覆し、生徒１名と船長１名が死亡し、14名が負傷した痛まし

い事故があります。 

 亡くなられた武石知華さんのご遺族は、事故当日の経過について、インターネット上で公表

されています。保護者にとって、修学旅行や校外学習は、学校を信頼して大切な子供を預ける

教育活動であり、その信頼にこたえるためにも、十分な安全確保と説明責任が求められます。 

 さらにご遺族は、沖縄や辺野古は、平和、戦争、命、歴史、基地、国防、日米関係などを考

えることができる一方、偏った情報を一方的に与えるのであれば、それは平和教育とは言えな

い趣旨の思いも綴られています。これは、生徒が多様な情報に触れ、多面的に考える教育であ

ってほしいという保護者の願いと受け止めるべきです。 

 文部科学省は、令和８年４月７日付けで「学校における校外活動の安全確保の徹底等につい

て（通知）」を発出し、校外活動の安全性や実施内容の確認、児童生徒・保護者への十分な説

明、学校主体の安全確保、船舶利用時の許認可事業者の選定等を求めています。また、大阪府

教育庁は、同事故を受け、過去３年間の国内修学旅行・宿泊研修について、安全性、実施内容、

事故で船舶を運航していた市民団体との関わり、教育活動における中立性等の調査を実施しま

した。なお、辺野古移設反対を呼びかける「辺野古基金」の賛同団体として、名称上確認でき

る教職員組合系団体が各都道府県あわせて300団体以上確認できます。これらには、高等学校

教職員組合だけでなく、一般に小中学校の教職員を含むと考えられる教職員組合系団体も含ま

れます。教育現場に関係する団体が特定の政治的運動に賛同している事実は、平和学習や校外

学習における政治的中立性への配慮を改めて確認する必要性を示すものです。 

 以上、貴自治体において、公立中学校における平和教育及び修学旅行・校外学習の政治的中

立性、適正性、安全性を確保するため、下記のとおり陳情いたします。 

 

陳情事項 

１ 公立中学校における平和教育の政治的中立性に関する基本方針を確認すること。 

教育基本法第14条の趣旨に沿い、教師の指導内容、使用教材、外部講師、語り部、市民団

体等の招へい又は関与が、特定の政党・政治団体・政治運動の立場に偏ることのないよう確

認すること。また、生徒が発達段階に応じて、事実を基に諸資料や多様な情報を活用しなが

ら、多面的・多角的に考え、主体的かつ公正に判断できる平和教育となるよう、教育委員会

としての方針及び学校への指導上の留意事項を改めて確認すること。 

２ 保護者への説明責任と修学旅行・校外学習の安全管理を徹底すること。 

  修学旅行・校外学習の目的、訪問先、活動内容、移動手段、外部関係者の関与、安全管理

体制について、保護者に事前に十分説明すること。あわせて、文部科学省通知の趣旨を踏ま

え、行程及び活動内容に応じた危険性の事前把握、事業者の安全確保体制の確認、緊急時対

応及び引率体制の徹底を図ること。 

３ 過去の修学旅行・平和学習等の記録を確認すること。 

  教育委員会又は学校に保存されている過去３年間の計画書、実施要項、実施報告等を確認

すること。そのうえで、修学旅行・校外学習及び校内の平和学習について、特定の政治的主

張に沿った活動現場への訪問、関連団体等の関与など保護者の視点から見て、政治的中立性

または安全管理上懸念が残る教育活動がなかったかを確認すること。 

４ ３に基づき懸念が残る事例については、必要な実態把握を行うこと。 

  ３により、該当又はその疑いがある事例が確認された場合は、学校及び保護者への聞き取

りを行い、活動内容、生徒に対する特定の政治的活動への参加・参道の働きかけの有無、安

全管理、保護者への説明、政治的中立性への配慮について実態を把握すること。その結果を、

今後の指導及び改善に生かすこと。 
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事故で船舶を運航していた市民団体との関わり、教育活動における中立性等の調査を実施しま

した。なお、辺野古移設反対を呼びかける「辺野古基金」の賛同団体として、名称上確認でき

る教職員組合系団体が各都道府県あわせて300団体以上確認できます。これらには、高等学校

教職員組合だけでなく、一般に小中学校の教職員を含むと考えられる教職員組合系団体も含ま

れます。教育現場に関係する団体が特定の政治的運動に賛同している事実は、平和学習や校外
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 以上、貴自治体において、公立中学校における平和教育及び修学旅行・校外学習の政治的中

立性、適正性、安全性を確保するため、下記のとおり陳情いたします。 

 

陳情事項 

１ 公立中学校における平和教育の政治的中立性に関する基本方針を確認すること。 

教育基本法第14条の趣旨に沿い、教師の指導内容、使用教材、外部講師、語り部、市民団

体等の招へい又は関与が、特定の政党・政治団体・政治運動の立場に偏ることのないよう確

認すること。また、生徒が発達段階に応じて、事実を基に諸資料や多様な情報を活用しなが

ら、多面的・多角的に考え、主体的かつ公正に判断できる平和教育となるよう、教育委員会

としての方針及び学校への指導上の留意事項を改めて確認すること。 
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  修学旅行・校外学習の目的、訪問先、活動内容、移動手段、外部関係者の関与、安全管理

体制について、保護者に事前に十分説明すること。あわせて、文部科学省通知の趣旨を踏ま
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  教育委員会又は学校に保存されている過去３年間の計画書、実施要項、実施報告等を確認

すること。そのうえで、修学旅行・校外学習及び校内の平和学習について、特定の政治的主

張に沿った活動現場への訪問、関連団体等の関与など保護者の視点から見て、政治的中立性

または安全管理上懸念が残る教育活動がなかったかを確認すること。 

４ ３に基づき懸念が残る事例については、必要な実態把握を行うこと。 

  ３により、該当又はその疑いがある事例が確認された場合は、学校及び保護者への聞き取
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報告第 １ 号 

 

 

   令和７年度中野市一般会計予算継続費繰越計算書について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定により令和７年度

中野市一般会計予算の継続費に係る歳出予算の経費を翌年度へ逓次繰り越したので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により別記の

とおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日    提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 
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国県支出金 地方債 その他

６
農林水産
業費

１農業費
農業施設整備事
業費

100,000,000 55,000,000 20,000,000 75,000,000 20,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 41,800,000 13,200,000 0 0

令 和 ７ 年 度　中 野 市 一 般 会 計 予 算 　継 続 費 繰 越 計 算 書

（単　位　：　円）

前年度逓
次繰越額

計 繰越額
特定財源

左の財源内訳

一般財源
款 項 事　　業　　名

継続費
の総額

令和７年度継続費予算現額 支出済額
及び支出
見込額

残　額
翌年度逓
次繰越額予　　算

計 上 額
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報告第 ２ 号 

 

 

   令和７年度中野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により令和７年度

中野市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度へ繰り越したので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により別記の

とおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日    提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 
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地 方 債 そ の 他

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 危 機 管 理 事 業 費 12,100,000 12,100,000 0 国 6,050,000 0 0 6,050,000

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 物価高騰対応重点支援事業費 49,319,000 49,319,000 0 国 46,557,000 0 0 2,762,000

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 地 域 支 え 合 い 商 品 券 事 業 費 219,000,000 219,000,000 0 国 209,904,000 0 0 9,096,000

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 スポーツ施設維持整備事業費 38,352,000 35,547,000 0 0 33,400,000 0 2,147,000

2 総 務 費 3 戸籍住民基本台帳費 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 費 4,998,000 4,998,000 0 国 4,997,000 0 0 1,000

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
物 価 高 対 応 子 育 て 応 援 手 当
給 付 事 業 費

6,456,000 3,696,000 0 国 3,696,000 0 0 0

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 公 立 保 育 所 維 持 整 備 事 業 費 13,035,000 13,035,000 0 0 11,700,000 0 1,335,000

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
児童センター・放課後児童クラブ
維 持 整 備 事 業 費

9,447,000 9,447,000 0 0 8,500,000 0 947,000

6 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費 農 業 振 興 支 援 事 業 費 17,240,000 17,240,000 0 県 17,240,000 0 0 0

6 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費 農 業 施 設 整 備 事 業 費 13,200,000 13,200,000 0 県 13,200,000 0 0 0

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 幹 線 道 路 整 備 事 業 費 122,090,000 122,090,000 0 国 32,500,000 77,500,000 0 12,090,000

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 生 活 道 路 整 備 事 業 費 2,000,000 1,990,000 0 0 1,900,000 0 90,000

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 舗 装 事 業 費 52,000,000 52,000,000 0 0 52,000,000 0 0

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 道 路 橋 梁 維 持 事 業 費 210,000,000 210,000,000 0 国 115,500,000 85,000,000 0 9,500,000

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 通 学 路 安 全 対 策 事 業 費 137,500,000 137,500,000 0 国 75,625,000 55,600,000 0 6,275,000

10 教 育 費 4 社 会 教 育 費 西 部 公 民 館 維 持 整 備 事 業 費 20,890,000 20,790,000 0 0 18,700,000 0 2,090,000

10 教 育 費 4 社 会 教 育 費 図 書 館 維 持 整 備 事 業 費 33,330,000 33,330,000 0 0 29,900,000 0 3,430,000

国県支出金

事　　業　　名 金　　額
翌　年　度
繰　越　額

款
一般財源

（単　位　：　円）

項

令 和 ７ 年 度　中 野 市 一 般 会 計 予 算 　繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

既 収 入
未　収　入

9



 

報告第 ３ 号 

 

 

   令和７年度中野市下水道事業会計予算継続費繰越計算書について 

 

 

 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定に

より令和７年度中野市下水道事業会計予算の継続費に係る支出予算の経費を翌年度へ

逓次繰り越したので、同条同項の規定により別記のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日    提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 
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４ 資本的支出 １ 建設改良費
公共下水道事業費
（中野浄化管理セン
ター再構築事業）

908,300,000 466,350,000 94,000,000 560,350,000 250,570,000 309,780,000 309,780,000 170,379,000 139,400,000 0 1,000 0

令 和 ７ 年 度　中 野 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 　継 続 費 繰 越 計 算 書

翌年度逓次
繰越額に係
る繰越を要
するたな卸
資産の購入
限  度  額

翌年度逓次繰越額に係る財源内訳

予　　算
計 上 額

前　年　度
逓次繰越額

計
国　県
補助金

企業債 その他
損益勘定
留保資金

残　額
翌　年　度
逓次繰越額

（単　位　：　円）

款 項 事　　業　　名
継続費
の総額

令和７年度継続費予算現額

支払義務
発    生
（見込）額

11



 

報告第 ４ 号 

 

 

   令和７年度中野市下水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により令和

７年度中野市下水道事業会計予算に係る建設改良費に要する経費を翌年度へ繰り越し

たので、同条第３項の規定により別記のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日    提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 
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４ 資本的支出 １ 建設改良費
下水管施設費
（公共下水道事業）

17,160,000 0 17,160,000 0 0 17,100,000 60,000 0 0 0
事業の完成予定が令和８
年６月30日であるため

４ 資本的支出 １ 建設改良費
下水管施設費
（公共下水道事業）

21,450,000 0 21,450,000 0 0 21,400,000 50,000 0 0 0
事業の完成予定が令和８
年11月30日であるため

４ 資本的支出 １ 建設改良費
下水管施設費
（公共下水道事業）

68,000,000 0 68,000,000 23,450,000 0 44,500,000 50,000 0 0 0
原材料不足により、機器
の製作及び納品が遅れた
ため

（単　位　：　円）　

令 和 ７ 年 度　中 野 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 　繰 越 計 算 書

款 項 事業名 予算計上額 説　明

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

不用額

 地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

支払義務
発 生 額

左  の  財  源  内  訳

企業債 その他
損益勘定
留保資金

国庫補助金

翌年度
繰越額

県補助金
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報告第 ５ 号 

 

 

   令和７年度中野市水道事業会計予算継続費繰越計算書について 

 

 

 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定に

より令和７年度中野市水道事業会計予算の継続費に係る支出予算の経費を翌年度へ逓

次繰り越したので、同条同項の規定により別記のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日    提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 
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４ 資本的支出 １ 建設改良費
浄水施設改良費
（第１期栗和田浄水
場施設改良事業）

1,638,000,000 480,000,000 220,480,000 700,480,000 90,640,000 609,840,000 609,840,000 0 609,800,000 0 40,000 0

４ 資本的支出 １ 建設改良費
浄水施設改良費
（中央監視装置更新
事業）

800,000,000 320,000,000 0 320,000,000 259,600,000 60,400,000 60,400,000 0 60,400,000 0 0 0

（単　位　：　円）

令 和 ７ 年 度　中 野 市 水 道 事 業 会 計 予 算 　継 続 費 繰 越 計 算 書

款 項 事　　業　　名
継続費
の総額

令和７年度継続費予算現額

支払義務
発    生
（見込）額

残　額
翌　年　度
逓次繰越額

翌年度逓次繰越額に係る財源内訳 翌年度逓次
繰越額に係
る繰越を要
するたな卸
資産の購入
限  度  額

予　　算
計 上 額

前　年　度
逓次繰越額

計
国　県
補助金

企業債 その他
損益勘定
留保資金
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報告第 ６ 号 

 

 

   令和７年度中野市水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により令和

７年度中野市水道事業会計予算に係る建設改良費に要する経費を翌年度へ繰り越した

ので、同条第３項の規定により別記のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日    提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 
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 地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

４ 資本的支出 １ 建設改良費 配水施設改良費 121,000,000 0 121,000,000 0 0 101,000,000 0 20,000,000 0 0
当初契約において、令
和８年度に竣工予定で
あるため

令 和 ７ 年 度　中 野 市 水 道 事 業 会 計 予 算 　繰 越 計 算 書

（単　位　：　円）

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

説　明
国庫補助金 県補助金 企業債 その他

損益勘定
留保資金

左  の  財  源  内  訳
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議案第 ５ 号 

 

 

   令和８年度中野市一般会計補正予算（第１号） 

 

 

 

 令和８年度中野市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 21,399千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 27,700,399千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日   提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 

 

令和 ８ 年 ６ 月   日    決 

            中野市議会議長   塚 田 一 夫 
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議案第 ６ 号 

 

 

   令和８年度中野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 

 令和８年度中野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,474千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 5,034,816千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日   提出 

            中 野 市 長   湯 本 隆 英 

 

令和 ８ 年 ６ 月   日    決 

            中野市議会議長   塚 田 一 夫 
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請 願 書 

 

番   号 請 願 第 ３ 号 

請願者 

中野市大字吉田 1185 番地 33 

中野市議会を傍聴する市民の会 

石渡 孝男 

外２団体 

受付年月日 令和８年５月15日 

件           名 

急激な児童生徒数の減少及び経済情勢の

大きな変化に伴う給食センターの新設統

合計画の保留と再検討を求める請願 

紹 介 

議 員 

土 屋   博 

渡 辺 菊 男 

阿 部 光 則 

 

請願趣旨 

現在、中野市が推進している給食センターの新設統合計画（約30億円を投じて3,300食規模

の給食センターを新設し、既存の２箇所の給食センターを廃止する計画）は、本市の現実的な

未来図と大きく乖離しています。市の推計によれば、現在約3,000名の小・中学生数が、５年

後の令和13年には約2,300名まで減少することが見込まれています。これは、既存の南部学校

給食センター（2,500食規模）１施設で全小・中学生の給食を賄えるようになることを意味し

ます。市の新設統合の根拠とする「２施設維持は非効率」「調理器具の老朽化」の問題は、「既

存１施設への集約」「老朽化器具の部分更新」という最小限の投資で解決できるはずです。南

部学校給食センターでは、給食運搬コンテナの収容能力不足という問題があると聞いています

が、現在の2,500食分のコンテナで運用できるので、問題はないはずです。 

また、今回の大規模投資は30〜40年先までの給食施設と給食提供手段を固定化するものであ

り、さらに加速する小・中学生数の減少局面において、著しく過大な施設と化し給食提供手段

の柔軟性を奪う「負の遺産」となるリスクが極めて高いと言わざるを得ません。   

加えて、近時の物価・人件費高騰により、30億円という見積もり自体が既に形骸化している

懸念もあります。市民の血税を投じるべきは、稼働率の低下が容易に予測できる「ハコモノ」

ではなく、子どもたちに提供する「給食そのものの質・量」や「学校給食を通した食育の充実」

であるべきです。 

よって、経済情勢が大きく変化し、更には国からの交付金も当初予定から大幅に減額となっ

た今、多額の起債に頼らざるを得ない本計画を一旦保留し、真に市民と子どもたちの利益に資

する「センターの段階的集約・器具の部分更新」および「給食の質・量の改善、食育の充実」

へと舵を切るための再検討を強く求めるものです。 

 

請願事項 

56



１ 多額の起債を伴う現計画を一旦保留し、最新の出生数推計に基づき、令和13年以降の

小・中学生数に即した給食提供環境を、最小の投資で実現できる施策を再検討すること。

また、それを踏まえて改めて議会において事業内容と予算を審議すること。 

２ 本計画の財源を直接的な子育て・教育支援、教育環境改善、福祉の充実等、市民の生活

を守るための財源へ優先配分する可能性を検討すること。 
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請 願 書 

 

番   号 請 願 第 ４ 号 

請願者 

中野市三好町一丁目２番 10 号 

中野市美術館建設基本計画の再検討

を求める実行委員会 

代表 市川 董一郎 

 

受付年月日 令和８年５月15日 

件           名 

物価高騰に伴う財政への大きな影響が懸

念される状況下での（仮称）中野市美術

館建設基本計画（案）の保留と抜本的再

検討を求める請願 

紹 介 

議 員 

松 樹 純 子 

中 村 明 文 

 

請願趣旨 

現在、中野市が進めている（仮称）中野市美術館建設基本計画について、市は「議会で承認

済み」との立場を崩していません。しかし、本年3月の議決以降、世界情勢の変化に伴う資材・

エネルギー価格の高騰は激化しており、当初の建設予算が大幅に膨らむ懸念が極めて高くなっ

ています。 

また、市が当実行委員会の公開質問状への回答で明らかにした通り、市は政府への交付金申

請にあたって「維持管理費や収支見通しの試算」を既に行っていながら、これらを市民には明

示せず、判断材料が不十分なまま計画を進めています。これは市民の知る権利を軽視し、将来

世代に説明のつかない負担を強いる可能性があります。 

さらに、市民の憩いの場である図書館敷地内オアシス公園が大きく損なわれることや、カフ

ェの併設・収蔵庫のない施設構成・マンガやスポーツの併設展示など、美術館の内容面に関す

る疑念も払拭されていません。 

本計画の他にも数十億円を投じる大型事業が計画されていますが、物価高騰が市民生活を直

撃している今こそ、生活インフラ、子育て・教育、福祉への財政集中が市政の最優先課題であ

り、市民の生活を守るための「優先順位」を今一度、再検討すべきと考えます。 

情勢が大きく変化した現時点において、一旦本計画を保留し立ち止まって抜本的に再検討す

ることは、市民の負託を受けた議会および行政の責務であると考え、本請願を提出するもので

す。 

 

請願事項 

１ 昨今の物価高騰および資材価格の高騰を鑑み、本事業の執行を保留し、美術館建設およ

び将来の維持管理費が市財政に与える影響を再試算することを含めて、本事業の優先順位

を再検討すること。 
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２ 上記優先順位を再検討しても尚、本事業を進める際には、専門家・有識者・関係者を含

め広く市民の参画を踏まえて計画を再検討し、改めて議会において事業内容と予算を審議

すること。 
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議 案 付 託 表 

 

議案第７号 中野市情報通信施設ＨＦＣ設備撤去工事請負契約の締結について 

以上  総 務 文 教 委 員 会 

 

議案第８号 （仮称）中野市美術館建設工事請負契約の締結について 

                               以上  民 生 環 境 委 員 会 
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委 員 会 議 案 審 査 日 程  

 

 

委員会名 月 日 曜日 時 間 場 所 書 記 

総務文教委員会 ６月８日 月  会議室42 
議事係長 

根 岸 

民生環境委員会 ６月８日 月  会議室43 金 井 
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